介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント重要事項説明書 
 
 当事業者はご契約者に対して介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントサービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 
 
１．概要 
ご利用者が居宅での介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービス（以下、「介護予防サービス等」という。)　や、その他の保健医療サービス、福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等を適切に利用できるよう、次のサービスを実施します。なお、当サービスの利用は、原則として要支援認定の結果「要支援」と認定された方または基本チェックリストを実施した結果「事業対象者」と判断された方が対象となります。また、要支援認定を申請中の方でもサービスの暫定利用は可能です。 
 
（１）ご利用者の心身の状況やご利用者とその家族等の希望をおうかがいして、「介護予防サービス・支援計画書（ケアマネジメント結果等記録表）」（以下、「介護予防サービス計画書」という。）を作成します。 
（２）ご利用者の介護予防サービス計画書に基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご利用者及びその家族等、介護予防サービス事業者及び関係機関等との連絡調整を継続的に行い、介護予防サービス等の実施状況を把握します。 
（３）必要に応じて、事業者とご利用者双方の合意に基づき、介護予防サービス計画書を変更します。 
 
２．事業者（法人）
	名称
	足寄町

	代表者名
	足寄町長　渡辺　俊一

	所在地・連絡先
	足寄町北１条４丁目４８番地１
電話番号（０１５６）２５－２１４１



３．事業所の概要
	事業所名
	足寄町介護予防支援事業所

	所在地・連絡先
	足寄町北１条４丁目４８番地１
電話番号（０１５６）２５－９２００
ＦＡＸ　（０１５６）２５－９２０１

	介護保険指定事業所番号
	０１０４７０００２６

	管理者の氏名
	田端　美智代

	通常の事業の実施地区
	足寄町内


４．事業の概況
（１）事業の目的
当事業所は、介護保険に関する法令の趣旨及び「介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関する契約書」に従い、ご利用者に対し介護予防サービス等が適切かつ効果的に提供されるようご利用者及び家族等からの依頼を受けて、その心身の状況、置かれている環境、希望等を考慮して以下のサービスを提供することを目的とします。 
1 介護予防サービス計画書を作成します。 
2 介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防サービス事業者及び関係機関等との連絡調整を行います。 
3 ご利用者及びその家族等、介護予防サービス事業者及び関係機関等との連絡を継続的に行うことにより、介護予防サービス・支援計画がどのように実施されているかを把握し、必要に応じて介護予防サービス計画書の変更を行います。 
4 介護予防サービス・支援計画の給付管理を行います。 
（２）当事業所の運営方針    
5 当事業所の担当者は、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、ご利用者が可能な限り居宅において、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むために、状態の軽減もしくは悪化を予防できるように、ご利用者及びご家族等の立場に立って援助を行います。 
6 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格の尊重をし、ご利用者の選択に基づき適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な立場で介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供に努めます。 
7 関係市町村、地区の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。 
8 事業を行うにあたっては、介護保険等関連情報を活用し、事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの向上に努めます。 
9 当事業所は職場や訪問先でのハラスメントの発生または再発を防止するため、指針整備、相談・対応体制の整備（当事者の保護含む）、研修など必要な措置を講じます。

５．営業日及び営業時間 
（１）営業日　　　月曜日から金曜日
　　　　　　　　　　　ただし、休日及び１２月２９日から１月３日までは除きます。
（休みとなります。）
（２）営業時間 　　午前８時３５分から午後５時５分まで



６．職員の体制 
 　 当事業者では、ご利用者に対して指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 
（主な職員の配置状況） 
	職  種 
	 人数
	　　　　　　　職　務　内　容

	管理者 
	１名 
	常勤／兼務　事業所に勤務する職員の管理等にあたる。

	[bookmark: _Hlk158973890]保健師 
	１名
	常勤／兼務　介護予防サービスの提供にあたる。

	社会福祉士
	１名
	常勤／兼務　介護予防サービスの提供にあたる。

	介護支援専門員 
	１名
	非常勤　　　介護予防サービスの提供にあたる。


 
７．当事業所が提供するサービス 
 　 当事業所では、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントとして、次のサービスを提供します。なお、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに位置付ける介護予防サービス事業所については、複数の事業所の紹介や当該事業所を介護予防サービス計画書に位置付けた理由を求めることが可能です。 

（１）サービスの内容 
①介護予防サービス計画書の作成 
  　ご利用者のご家庭を訪問して、ご利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、介護予防サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、介護予防サービス計画書を作成します。 
②介護予防サービス計画書の交付 
 　　介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを担当する職員（以下「担当職員」という。）は、介護予防サービス計画書を作成した際には、当該介護予防サービス計画書をご利用者及び当該介護予防サービス・支援計画に位置づけた介護予防サービス等の担当者に交付します。 
③介護予防サービス計画書作成後の便宜の供与 
ア）介護予防サービス等の利用状況確認のため、少なくとも３か月に１回利用者宅等への訪問し面接をします。 
イ）ご利用者及びその家族等、介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行い、介護予防サービス・支援計画の実施状況を把握します。 
ウ）介護予防サービス・支援計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう介護予防サービス事業者等との連絡調整を行います。 
エ）ご利用者の意思を踏まえて、要支援認定の更新申請及び要介護認定申請等に必要な援助を行います。 
④介護予防サービス計画書の変更 
 　　ご利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望した場合、またはサービス事業者が介護予防サービス・支援計画の変更が必要と判断した場合は、サービス事業者とご利用者双方の合意に基づき、介護予防サービス計画書を変更します。 
⑤介護予防サービス・支援計画の評価 
 　　担当職員は、介護予防サービス・支援計画に位置づけた期間が終了するときは、当該計
画の目標の達成状況について評価を行います。 
⑥介護保険施設等への紹介 
  　ご利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又はご利用者が介護保険施設等への入院又は入所を希望する場合には、ご利用者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供を行います。 
 ⑦医療機関との連携 
    ご利用者が医療系のサービスを希望している場合等は、ご利用者の同意を得たうえで主治医等の意見を求め、この意見を求めた医師等に対して介護予防サービス計画書を交付します。介護予防サービス事業所等から伝達された、若しくは担当職員が把握した利用者の服薬状況、口腔機能、その他の心身又は生活の状況に関わる情報のうち、担当職員が必要と認めたものを、主治医や歯科医師、薬剤師に対し情報の伝達をします。 
なお、ご利用者が入院した場合、担当職員の氏名・連絡先等を入院先の医療機関にお伝えください。 

８．サービス利用料金 
 　 　介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関するサービス利用料金について、事業者が法令等の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、ご利用者の自己負担はありません。
　　　但し、ご利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料金（介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費）の全額をいったんお支払い下さい。ご利用者よりお支払いを受けた事業者は当該サービス利用料金の額等を記載した介護予防支援提供証明書をご利用者に交付致します。 

	利用料
	４，４２０円（月額）

	初回加算
	３，０００円

	委託連携加算
	３，０００円（居宅介護支援事業所に委託した場合（初回のみ）








９．高齢者虐待防止について
　　　当事業所は利用者等の人権擁護・虐待防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
　　（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置
　　（２）虐待の防止のための指針の整備
　　（３）虐待防止のための職員研修の開催
　　（４）虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置く

10．感染症予防及びまん延防止について
　　　当事業所は感染症の予防及びまん延防止のため、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
[bookmark: _Hlk159864277]　　（１）感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の設置
[bookmark: _Hlk159864307]　　（２）感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備
　　（３）感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の実施

11．業務継続計画（ＢＣＰ）の策定
　　　当事業所は感染症や災害が発生した場合であっても、ご利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供されるように業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、必要な研修や訓練を定期的に実施します。感染症や災害発生時には、計画に従って速やかに必要な措置を講じます。

12．業務の委託 
（１）当事業所では、以下の〈業務委託内容〉の一部を以下の指定居宅介護支援事業所に委託する場合があります。ご利用者の介護予防サービス計画書の作成を担当す
る事業所（当事業所を含む）については、ご利用者と協議の上、決定します。
以下の居宅介護支援事業所は、委託業務の実施にあたって、当事業所と同様、契約書第１５条に定める秘密保持を守ります。 
 
（業務委託先） 
	事　業　所　名 
	所　在　地 
	契約期間 

	（法人名） 
 
	 
	 

契約書の定める期間 
 

	（指定居宅介護支援事業者名） 

	
	


 
（２）業務委託内容 
①アセスメントの実施 
  　　　②介護予防サービス計画書原案の作成
  ③サービス担当者会議の開催
[bookmark: _Hlk159340830] 　　　 ④介護予防サービス計画書原案の説明・同意
    ⑤介護予防サービス計画書の交付
　⑥利用者の状況把握
　⑦モニタリング・評価表の作成
　⑧給付管理業務
　　　　⑨日常の利用者、サービス提供事業者との連絡・調整
　⑩要支援・要介護認定申請の支援
（３）事業者の通常の事業の実施地域以外の地域に居住する方から利用申込があった場合には、委託を受けた指定居宅介護支援事業所が利用申込者又はその家族等に対し、当事業所の運営規程その他の重要事項を記した文書を交付して説明を行うことができるものとします。 
 
12．サービスの利用に関する留意事項
（１）サービス提供を行なう担当職員 
  　　　サービス提供時に、当事業所及び業務委託先に記載した指定居宅介護支援事業所のいずれかにおいて担当職員を決定します。サービス提供を行なう事業所についてはは、ご利用者と協議の上決定します。 
（２）担当職員の交替
①事業者からの担当職員の交替    
事業者の都合により、担当職員を交替することがあります。 担当職員を交替する場合は、ご利用者に対してサービスの利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 
②ご利用者からの交替の申し出 
 　　　　選任された担当職員の交替を希望する場合には、当該担当職員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して担当職員の交替を申し出ることができます。ただし、ご利用者から特定の担当職員の指名はできません。 






13．苦情の受付について
（１）当事業所に関する相談・要望・苦情等窓口
	足寄町介護予防支援事業所
	管理者：田端　美智代
足寄郡足寄町北１条４丁目４８番地１
電話番号：（０１５６）２５－９２００
ＦＡＸ　：（０１５６）２５－９２０１
受付時間：月曜日～金曜日
　　　　　８時３５分～１７時０５分　


 
（２）行政機関その他苦情受付機関 
	足寄町高齢者支援課
介護保険担当
	足寄郡足寄町北１条４丁目４８番地１
電話番号：（０１５６）２８－３８５４
ＦＡＸ　：（０１５６）２５－９２０１
受付時間　月曜日～金曜日
　　　　　８時３５分～１７時０５分

	北海道国民健康保険団体
連合会
[bookmark: _GoBack]介護・障害総合支援課
	札幌市中央区南２条西１４丁目
電話番号：（０１１）２３１－５１７５
　　　　　＊内線：２５１０・２５１１・２５１２
ＦＡＸ　：（０１１）２３３－２１７８
受付時間　月曜日～金曜日
　　　　　９時００分～１７時００分


 














 令和　　　年 　 月　　  日 
 
 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。なお、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各自１通を保有するものとします。 
 
 　　
足寄町介護予防支援事業所
　　　　　 
　　　　　　　　　　　　  説明者   氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 
 
（委託の場合） 
  
説明代行者（委託先職員名） 氏名            　          
 


私は本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供開始に同意しました。 
 
（利用者）　  利用者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　
氏 名                  　　　　　　　　㊞　
 
（署名代行者）住 所                          　　　　　  
 
氏　名                 　　　　　　 　 ㊞　
 
               　　　　　　　　　　　　 続　柄                 　　　 　　　　　　  


